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○
Q

R
コ
ー
ド
を
印
刷
し
た
納
付
書
を
窓
口
で
受

け
付

け
た
後

は
、
金
融

機
関

と
地

方
団

体
間

で
は
デ
ー
タ
で
の
や
り
と
り
の
み
（
紙

の
授

受
は

廃
止

）
と
し
て
ほ
し
い
。
【
金
融
機

関
】

第
２
回
検
討
会

主
な
構
成
員
意
見

帳
票

に
つ
い
て

○
納

付
書

の
レ
イ
ア
ウ
ト
変

更
に
伴

い
、
各
金

融
機

関
に
対

し
て
レ
イ
ア
ウ
ト
変

更
の

承
認

を
取

る
こ
と
に
な
る
が

、
地

方
団

体
及

び
金

融
機

関
双

方
に
と
っ
て
申
請
・承

認
は
か

な
り
の

事
務
負

担
に
な
る
。
【地

方
団

体
】

○
Q

R
コ
ー
ド
が

印
刷

さ
れ
る
納
付
書
に
お
い
て
、
各

地
方

団
体

あ
て
の

M
P

N
番

号
が

共
存

可
能
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。
【
地
方
団

体
、
金

融
機

関
】

対
象

税
目

・
活

用
開
始
時
期
に
つ
い
て

○
Q

R
コ
ー
ド
を
付

す
対

象
（
税

目
、
納

付
書

種
類

等
）
は

、
で
き
る
だ
け
「
地

方
税

共
通

納
税

シ
ス
テ
ム
の

対
象

税
目

拡
大

」
と
統

一
的

な
取

扱
い
と
し
て
ほ
し
い
。
【
地
方
団
体
】

○
地

方
団

体
が

Q
R
コ
ー
ド
を
付
す
範

囲
（
対
象

税
目
）
を
明
確

に
し
て
ほ
し
い
。
【地

方
団
体

】

○
随

時
課

税
分

等
の

納
付

書
に
つ
い
て
も
、

Q
R
コ
ー
ド
の

印
刷

を
推

奨
す
べ

き
。
令

和
５
年

度
の

開
始

が
難

し
い
場

合
も
、
シ
ス

テ
ム
標

準
化

の
目

標
時
期
に
は
対
応
す
べ
き
。
【金

融
機

関
】

伝
送

方
式

に
つ
い
て

○
一
括

伝
送

方
式

の
具
体
的
な
導
入
方
法
、
開

発
内
容

、
費

用
等

を
教

え
て
ほ

し
い
。
【金

融
機
関
】

納
付

済
通

知
書

に
つ
い
て

資
料

１



地
方

税
に
お
け
る

Q
R
コ
ー
ド
規

格
に
係
る
検
討
会

取
り
ま
と
め
（
案

）

資
料

２



規
制
改
革
実
施
計
画

1

令
和

３
年

６
月

1
8
日

閣
議

決
定

規
制
改
革
実
施
計
画

Ⅱ
分
野
別
実
施

事
項

１
．
デ
ジ
タ
ル

ガ
バ

メ
ン
ト
の

推
進

(５
) 
地
方
税
等

の
収

納
効

率
化

・
電
子
化
に
向
け
た
取

組
ａ

略
ｂ

総
務
省

は
、
金

融
機

関
・
地

方
公
共
団
体
等
か

ら
な
る
検

討
会

を
開
催
し
、
地

方
税

用
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の

統
一
規
格
を
取

り
ま
と
め
、
令

和
３
年

上
期

に
公

表
す
る
。
ま
た
、
関

係
機
関

の
シ
ス
テ
ム
改

修
・
連

携
テ

ス
ト
を
経

て
、
令

和
５
年

度
課

税
分
か
ら
地
方
税

用
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の

活
用

を
開
始

で
き
る
よ
う
措

置
す
る
。

ｃ
・
ｄ

略



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
活
用
に
つ
い
て

○
地
方

団
体
は
、
関

係
機

関
に
お
け
る
事
務
負

担
の
軽

減
及
び
納

税
者
の

利
便
性

向
上

の
た
め
、
令

和
５
年

度
か
ら
地
方
税
の
納

付
書

に
地

方
税

統
一

Q
R
コ
ー
ド
を
付
す
。

○
当
該

Q
R
コ
ー
ド
は

、
①

e
L
T
A

X
操

作
に
よ
る
納
税

、
②
金

融
機
関

窓
口

に
お
け
る
納

税
、
③

ス
マ
ホ
操

作
に
よ
る

納
税
に
活
用
す
る
。

2

納
付
書
に

Q
Rコ

ー
ド
を
印
刷
の
上
、
送
付

納
税

者

e
L
T
A

X
操
作

金
融
機
関
窓
口

ス
マ
ホ
操
作

① ② ③

地
方

団
体

共
通

納
税

シ
ス
テ
ム

e
L
T
A

X

B
A
N
K



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
格
納
項
目

3
※

0
4
-
1
か
ら

0
4
-
1
5
ま
で
は
、

M
P

N
一
括
伝
送
方
式
で
使
用
さ
れ
る

8
3
桁
の
ル
ー
ル
に
準
拠
し
て
い
る
。

地
方

税
統

一
Q

R
コ
ー
ド
に
は
、
納
付
時
に
活
用

す
る
も
の

（納
付

画
面

に
お
け
る
案

件
確

認
等
）
、
納
付
情
報
を

eL
T
A

X
を
経
由
し
て

地
方

団
体

に
送

付
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
、
地

方
団
体

に
お
け
る
消

込
み

に
必
要

な
も
の
を
盛
り
込
ん
だ
上
で
、
将
来
的
な
拡
張
性
も

考
慮

し
、
次

の
項

目
を
格
納
す
る
。

項
番

項
目

文
字

種
桁

数
内
容

0
1

仕
様
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
J
P

Q
R
関

係
）

半
角
数
字

2
“
0
1
”
を
設
定

0
2

静
的
・
動
的
フ
ラ
グ
（
J
P

Q
R
関

係
）

半
角
数
字

2
“
1
2
”
（
動
的
／
請
求
書
払

い
）
を
設

定

0
3

宛
先
情
報
（
J
P

Q
R
関

係
）

半
角
数
字

5
地
方
税
共
同
機
構
識

別
符

号
“
1
3
8
0
0
”

0
4
-
1

チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト

半
角
数
字

2

0
4
-
2

地
方
税
共
同
機
構

の
口

座
番

号
半
角
数
字

1
1

便
宜
的
に

A
L
L
0
を
設
定

0
4
-
3

払
込
金
額

半
角
数
字

1
1

今
回
納
付
額
合
計

0
4
-
4

払
込
手
数
料
の
加

入
者

負
担

／
払

込
者

負
担

半
角
数
字

1
手
数
料
の
負
担
者
を
識

別
す
る
項

目
。

“
2
”
（
加

入
者

負
担

）
を
設

定

0
4
-
5

機
関

ID
（

収
納

機
関
番

号
）

半
角
数
字

5
地
方
税
共
同
機
構
を

M
P

N
の

収
納

機
関

と
す
る
番

号
“
1
3
8
0
0
”

0
4
-
6

印
紙
税
の
要
否
の

別
半
角
数
字

1
領
収
書
へ
の
印
紙
の

要
否

を
識

別
す
る
項

目
。

“
0
”
（
不

要
）
を
設

定

0
4
-
7

税
目
・
料
金
（
納

付
区

分
）

半
角
数
字

3
税
目
を
識
別
す
る
た
め
の

税
目

・
料

金
番

号

0
4
-
8

拡
張
領
域

半
角
数
字

5
便
宜
的
に

A
L
L
0
を
設
定

0
4
-
9

チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト

半
角
数
字

2

0
4
-
1
0

案
件
特
定
キ
ー

半
角
数
字

2
0

地
方
団
体
が
付
番
す
る
案

件
特

定
キ
ー
番

号

0
4
-
1
1

確
認
番
号

半
角
数
字

6
地
方
団
体
が
付
番
す
る
確

認
番

号

0
4
-
1
2

e
L
T
A

X
利
用
領

域
半
角
数
字

1
“
0
”
を
設
定

0
4
-
1
3

団
体
番
号

半
角
数
字

5
地
方
公
共
団
体
コ
ー
ド

0
4
-
1
4

税
務
事
務
所
コ
ー
ド

半
角
数
字

3
税
務
事
務
所
コ
ー
ド

0
4
-
1
5

拡
張
領
域

半
角
数
字

7
便
宜
的
に

A
L
L
0
を
設
定

0
5

課
税
年
度

半
角
数
字

4
当
該
納
付
案
件
の
課

税
年

度
（
西

暦
４
桁

）

0
6

対
象
年
度

半
角
数
字

4
当
該
納
付
案
件
の
対

象
年

度
（
西

暦
４
桁

）

0
7

期
別

半
角
数
字

2
0
1
=
1
期
、

0
2
=
2
期

、
･･
･

0
8

納
期
限

半
角
数
字

8
当
該
納
付
案
件
の
納

期
限

Y
Y
Y
Y
M

M
D

D

0
9

支
払
期
限

半
角
数
字

8
Q

R
コ
ー
ド
を
活
用
し
た
支

払
期

限
Y
Y
Y
Y
M

M
D

D

1
0

拡
張
領
域

半
角
数
字

8
5

便
宜
的
に

A
L
L
0
を
設
定

1
1

チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト
（
J
P

Q
R
関

係
）

半
角
数
字

5



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
格
納
項
目

4

項
番

項
目

考
え
方

等

0
1

仕
様
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
J
P

Q
R
関

係
）

J
P

Q
R
必
須
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の

情
報
を
も
と
に
、
地

方
税

共
同

機
構

（
e
L
T
A

X
）
経

由
で
地

方
団

体
に
収
納
情
報
を
送
る
案
件
で
あ
る
こ
と
を
識
別
す
る
。

0
2

静
的
・
動
的
フ
ラ
グ
（
J
P

Q
R
関

係
）

0
3

宛
先
情
報
（
J
P

Q
R
関

係
）

0
4
-
1

チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト

M
P

N
必
須

0
4
-
2

地
方
税
共
同
機

構
の

口
座

番
号

M
P

N
必
須

0
4
-
3

払
込
金
額

M
P

N
必
須
。
各
収
納
受
付
機
関
は
、
当
該
金
額
を
収
納
し
地
方

税
共
同

機
構

へ
送

金
す
る
。

0
4
-
4

払
込
手
数
料
の

加
入

者
負

担
／

払
込

者
負

担
M

P
N
必
須
。
地
方
税
に
お
い
て
は
「
加
入
者
負

担
」
。

0
4
-
5

機
関

ID
（

収
納

機
関
番

号
）

各
収
納
受
付
機
関
は
、
当
該
情
報
に
基

づ
き
、
地

方
税
共

同
機
構
（
e
L
T
A

X
）
へ

情
報

を
伝

送
・
送

金
す
る
。

0
4
-
6

印
紙
税
の
要
否

の
別

M
P

N
必
須
。
地
方
税
に
お
い
て
は
印
紙
税
「
不

要
」
。

0
4
-
7

税
目
・
料
金
（
納
付

区
分

）
納
税
者
や
収
納
受
付
機
関
は
、
当
該
情
報
に
よ
り
納
付

案
件
を
確

認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

0
4
-
8

拡
張
領
域

今
後
、
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
項
目
を
セ
ッ
ト
す
る
。

M
P

N
加
入
者

使
用

桁
に
設

定
。

0
4
-
9

チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト

M
P

N
必
須

0
4
-
1
0

案
件
特
定
キ
ー

地
方
団
体
は
、
地
方
税
共
同
機
構
（
e
L
T
A

X
）
か
ら
収
納
情
報
を
受

け
取
っ
た
後

、
当

該
情

報
に
基

づ
き
、
消

込
処

理
を
行

う
。

M
P

N
加
入
者
使
用
桁
に
設
定
。

0
4
-
1
1

確
認
番
号

0
4
-
1
2

e
L
T
A

X
利
用
領
域

M
P

N
加
入
者
使
用
桁
に
設
定

0
4
-
1
3

団
体
番
号

地
方
税
共
同
機
構
（
e
L
T
A

X
）
は
、
当
該
番
号
・
コ
ー
ド
に
基

づ
き
、
各
地

方
団

体
に
収

納
情

報
を
振

り
分

け
る
。

M
P

N
加

入
者

使
用
桁
に
設
定
。

0
4
-
1
4

税
務
事
務
所
コ
ー
ド

0
4
-
1
5

拡
張
領
域

今
後
、
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
項
目
を
セ
ッ
ト
す
る
。

M
P

N
加
入
者

使
用

桁
に
設

定
。

0
5

課
税
年
度

納
税
者
や
収
納
受
付
機
関
は
、
当
該
情
報
に
よ
り
納
付

案
件
を
確

認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

0
6

対
象
年
度

0
7

期
別

0
8

納
期
限

納
税
者
や
収
納
受
付
機
関
は
、
当
該
情
報
に
よ
り
納
付

案
件
を
確

認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
納

期
限

超
過

後
も
、

0
4
-
3
「
払

込
金
額
」
を
収
納
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

0
9

支
払
期
限

支
払
期
限
超
過
後
の
納
付
は
不
可
。

1
0

拡
張
領
域

今
後
、
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
項
目
を
セ
ッ
ト
す
る
。

e
L
T
A

X
の

U
R

L
格

納
を
将

来
的

に
検

討
。

1
1

チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト
（
J
P

Q
R
関

係
）

J
P

Q
R
必
須



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
デ
ー
タ
格
納
方
法

項
目

T
ag

文
字
種

桁
数

設
定
内
容

項
番
へ
の
対
応

仕
様
バ
ー
ジ
ョ
ン

“
0
0
”

半
角
数
字

2
“
0
1
”

0
1

静
的
・
動
的
フ
ラ
グ

“
0
1
”

半
角
数
字

2
“
1
2
”
（
動
的
／
請
求
書
払
い
）

0
2

J
P

Q
R
加
盟
店
情
報

“
2
7
”

半
角
数
字

9
6

S
u
b
-
ID

 “
0
0
”
：
地
方
税
共
同
機
構
識
別
符
号
“
1
3
8
0
0
”

S
u
b
-
ID

 “
0
1
”
 ：

8
3
桁
情
報

0
3

0
4
-
1
か
ら

0
4
-
1
5

取
引
金
額

“
5
4
”

半
角
数
字

1
1

金
額

0
4
-
3
（
再
掲
）

付
加
情
報
１

“
6
2
”

半
角
数
字

2
6

課
税
年
度
等

0
5
か
ら

0
9

付
加
情
報
２

“
8
0
”

半
角
数
字

8
5

拡
張
領
域

1
0

チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト

“
6
3
”

半
角
数
字

5
チ
ェ
ッ
ク
デ
ィ
ジ
ッ
ト

1
1

5

＜
記
載
例
＞

00
02

01
01

02
12

27
96

00
05

13
80

00
18

31
20

00
00

00
00

00
00

00
00

30
00

02
13

80
00

12
30

00
00

12
12

34
56

78
90

12
34

56
78

90
12

34
56

01
23

45
12

30
00

00
00

54
11

00
00

00
30

00
06

22
62

02
12

02
10

12
02

10
63

02
02

20
63

08
08

50
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
63

05
12

34
5

○
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
事

業
者

に
お
け
る
対

応
を
考
慮
し
、
地
方

税
統
一

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は

、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推

進
協
議
会
が

定
め
る

J
P

Q
R
仕

様
に
即

し
、
次
の
と
お
り

T
L
V
（
T
ag

 L
e
n
gt

h
 V

al
u
e
）形

式
に
よ
り
情

報
を
格

納
す
る
。

○
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推

進
協

議
会

に
お
い
て
は
、

e
L
T
A

X
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事

業
者

の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
仕

様
確
定
後
、
速
や

か
に
地

方
税

統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

J
P

Q
R
と
し
て
認

定
す
る
。

赤
字
：

Ta
g（

ID
）
、
緑
字
：

Su
bI

D、
青
地

:L
en

gt
h、

黒
字
：

va
lu

e



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
生
成
条
件

○
地
方
団
体
は

、
前

頁
の

情
報

を
格

納
し
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
モ
デ
ル

２
）
を
次
の
条

件
に
従

い
生

成
し
、
地

方
税

の
納

付
書
表
面
に
印
刷

す
る
。

6

13
.0

m
m

11
.6

m
m

12
.1

m
m

40
0d

pi
36

0d
pi

60
0d

pi

項
目

数
値

条
件

バ
ー
ジ
ョ
ン

6
固
定

※
生
成
ソ
フ
ト
の
能
力
で
、
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
な
る
こ
と
は
許
容

誤
り
訂

正
M

固
定

プ
リ
ン
タ

dp
i

3
0
0
dp

i以
上

各
地

方
団
体
に
お
い
て
設
定

セ
ル

サ
イ
ズ

0
.2

8
m

m
以
上

（
0
.3

2
m

m
以

上
推

奨
）

印
刷

ス
ペ
ー
ス
を
踏
ま
え
、

可
能
な
限
り
大
き
く
設
定

１
セ
ル

当
た
り
ド
ッ
ト
数

４
ド
ッ
ト
以

上
dp

iに
合
わ
せ
て
最
適
数
を
設
定

※
上
記
条
件
に
従
い
生
成
さ
れ
る

Q
R
コ
ー
ド
の
最
小
サ
イ
ズ
は
、
印
刷
プ
リ
ン
タ
の
解
像
度
に
よ
り
、

1
1
.6

m
m
か
ら

1
3
.0

m
m
（
マ
ー
ジ
ン
込
み

で
1
3
.8

m
m
か
ら

1
5
.6

m
m
）
と
な
る
。
地
方
団
体
に
お
い
て
は
、
印
字
確
認
及
び
読
取
確
認
に
よ
り
、
読
取
の
安
定
性
を
事
前
検
証
す
る
。

13
.8

m
m

15
.6

m
m

14
.5

m
m



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
対
象
税
目

○
地
方
団
体
は
、
固

定
資

産
税

・
都

市
計

画
税

、
自
動

車
税
種

別
割
及
び
軽
自
動

車
税

種
別

割
に
つ
い
て
は

、
地

方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム
の

対
象

税
目

拡
大
と
合
わ

せ
、
令
和

５
年
度

か
ら
納

付
書

に
Q

R
コ
ー
ド
を
印

刷
す
る
。

※
当

初
課

税
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
共

通
納

税
シ

ス
テ
ム
の

対
象

税
目

の
拡
大
の

一
環
と
し
て
、
全
地
方
団
体
に
お
い
て

対
応

。
※

比
較
的

件
数
の
少
な
い
随
時
課
税
分
、

督
促

分
等

の
自
庁
印

刷
分

に
つ

い
て
は
、

シ
ス
テ
ム
改
修
規
模
等
を
踏
ま
え
、
各

地
方

団
体
が

令
和
５
年
度
に
お
け
る
対
応
の

可
否

を
判

断
。
シ
ス

テ
ム

標
準

化
も
踏
ま

え
、
随
時
課
税
分
等
に
つ
い
て
も
令

和
７

年
度
中

を
目
途
に
全
地
方
団
体
で
対
応

。
※

上
記
４

税
目
以
外
の
税
目
（
普
通
徴
収

）
に

つ
い

て
も
、
希

望
団

体
が

QR
コ

ー
ド

を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

e
LT
A
Xの

改
修
を

行
う
。

※
総

務
省

は
、
必
要
な
制
度
改
正
及
び
財

政
措

置
を

検
討
。

○
個
人
住
民
税
特
徴

分
や

申
告

税
目

に
つ
い
て
は
、

確
定
税
額
の
格
納
が
困
難
な
た
め
、
当

面
Q

R
コ
ー
ド
を
活

用
し
な
い
。
こ
れ
ら
の

税
目

に
つ
い
て
は

、
関
係
機

関
が
連

携
し
、
現
行
の

地
方
税

共
通

納
税

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
納

税
を

推
進
。

※
た

だ
し

、
督
促
分
な
ど
税
額
が
確
定
し

て
い

る
も

の
に
つ
い

て
、

希
望

団
体
が

QR
コ

ー
ド
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
eL

TA
Xの

改
修
を
行
う
。

※
納

付
件

数
は
、
総
務
省
か
ら
地
方
団
体
へ
の
調
査
に
よ
る
。

納
付
件
数
に
地
方
消
費
税
、
国
民
健
康
保
険
税
等
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

※
普

通
徴
収

3.
4億

件
の
う
ち

2.
8億

件
は
固

定
資

産
税

・
都
市
計
画
税
、
自
動
車
税
種
別
割
及
び
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
４
税
目
。

＜
地
方
税

納
付
件
数
４
．
６
億

件
の

内
訳

（
令

和
元

年
度
推

計
）
（
※

）
＞

Q
Rコ

ー
ド
の

活
用

を
想

定

申
告
税
目

0
.1
億
件

給
与
特
別
徴
収

（
個
人
住
民
税
）

1
.0
億
件

コ
ン

ビ
ニ

1
.
0
億

件
ク
レ
カ
等

0
.
1
億
件

銀
行
窓
口

1
.
2
億
件

普
通

徴
収

（
固
定
資
産
税
、
個
人
住
民
税
、
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
等
）

3
.4
億

件

口
座
振
替

1
.
1
億
件

1
.
1
億

件

7

現
行

の
共

通
納

税
シ
ス
テ
ム
で
基

本
的

に
対

応



地
方

税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
印
刷
ス
ペ
ー
ス

8

○
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

の
「
カ
ク
公

」
帳

票
及

び
ペ
イ
ジ
ー
標
準
帳

票
に
つ
い
て
は

、
斜
線

部
（
2
0
m

m
×

3
5
m

m
）
に

Q
R
コ
ー

ド
を
印

刷
。

○
地
方

団
体
は
、
上

記
以

外
の

各
地

方
団
体

が
定

め
る
納

付
書

を
使
用
す
る
こ
と
も
可

能
。
そ
の

場
合

、
地

方
団

体
は
、
関
係
機
関
と
印

刷
位

置
も
含

め
て
調
整

を
行

う
。

○
全
国

の
地
方
団
体

が
一

斉
に
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変

更
す
る
こ
と
か
ら
、
関

係
機
関

に
お
い
て
は

、
レ
イ
ア
ウ
ト
審

査
・
確

認
を
短

期
間
で
行

う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
配

慮
を
行
う
。

○
コ
ン
ビ
ニ
収
納
用

バ
ー
コ
ー
ド
と

Q
R
コ
ー
ド
と
の
併
存

を
禁

止
す
る
流
通

シ
ス
テ
ム
開

発
セ
ン
タ
ー
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
つ
い
て
は
、
令

和
３
年

度
中

を
目

途
に
改
訂
さ
れ
る
見
込
み

。
な
お
、
本

Q
R
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ビ
ニ
に
お
い

て
は
活
用
不
可
で
あ
る
旨

、
納

税
者

に
対
し
丁
寧

な
説

明
を
行

う
。

払
込

取
扱

票

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
既
存
の
通
常
払
込
み
（

O
CR

行
読
込
又
は
イ
メ
ー
ジ
処
理
）
と
の
併
存
も
可
能
。
な
お
、
地
方

団
体
が
通
常
払
込
み
の
取
扱
い
を
希

望
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
払
込
取
扱
票
は
使
用
で
き
な
い
。



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
印
刷
ス
ペ
ー
ス
（
M

P
N
帳
票
）

9

1
23
4
56
7
89
0
12
3
45
6
78
9
0

※
既
に
Ｍ
Ｐ
Ｎ
を
導
入
し
て
い
る
地
方
団
体
に
お
い
て
、
従
来
の
ペ
イ
ジ
ー
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、

AT
M
、

O
CR

行
読
込
に
よ
る
一
括
伝
送
方
式
、

窓
口
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
方
式
等
）
の
取
扱
い
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
活
用
（
e
L
T
A

X
操
作
）

○
納
税
者
は
、

e
L
T
A

X
に
お
い
て
、
案

件
特
定
キ
ー
等

の
入
力

に
よ
っ
て
納
税

を
行

う
が

、
Q

R
コ
ー
ド
の

読
取

に
よ
り

入
力
を
簡
素
化
。

○
地
方
税
共
同
機
構

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
や
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
の

ほ
か

、
納

税
者

の
利

便
性

向
上

の
た

め
、
他

の
納
付
手
段

の
導

入
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

○
e
L
T
A

X
か
ら
地

方
団

体
に
対

し
て
は

、
地
方
税

共
通
納

税
シ
ス
テ
ム
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
納

付
情

報
管

理
フ
ァ
イ
ル

及
び
納

付
情
報
フ
ァ
イ
ル

）
に
よ
り
納

付
情

報
を
送

信
す
る
。

納
付
書
に

Q
Rコ

ー
ド
を
印
刷
の
上
、
送
付

納
税

者
地

方
団

体
A

地
方

団
体

B

地
方

団
体

C

共
通

納
税

シ
ス
テ
ム

e
L
T
A

X

1
0

（
支
払
手
段
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ

ダ
イ
レ
ク
ト
納

付
等

支
払
い
操
作

納
付

情
報



地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
活
用
（
金
融
機
関
窓
口
収
納
）

○
納
税
者
は
、
地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
た
納
付
書
を
金
融
機
関
窓
口
に
持
参
し
、
納
税
を
行
う
。

○
地
方
税
共
同
機
構
が
収
納
事
務
を
委
託
す
る
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
か
ら
必
要
な
情
報
（
項

番
0
4
-
1
か
ら

0
4
-
15

の
83
桁
）を

読
み
取
り
、
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
、
一
括
伝
送
方
式
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を

活
用
し
て

e
L
T
A

X
に
送
信
す
る
。

e
L
T
A

X
か
ら
地
方
団
体
に
対
し
て
は
、
地
方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
納

付
情
報
管
理
フ
ァ
イ
ル
及
び
納
付
情
報
フ
ァ
イ
ル
）
に
よ
り
納
付
情
報
を
送
信
す
る
。

○
当
該
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
指
定
金
融
機
関
先
、
収
納
代
理
金
融
機
関
先
の
地
方
団

体
の
納
付
書
の
み
な
ら
ず
、
全

地
方
団
体
に
係
る
地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
た
納
付
書
を
受
け
付
け
る
。
こ
の
た
め
、
納
期
限
超
過
後
に
金
融

機
関
窓
口
で
延
滞
金
等
の
計
算
を
行
い
、

Q
R
コ
ー
ド
格
納
金
額
に
加
え
て
収
納
す
る
取
扱
い
を
全
国
一
律
で
導
入
す
る
こ

と
は
し
な
い
。

○
こ
れ
ま
で
の
検
討

経
緯
を
踏
ま
え
、
全
金
融
機
関
に
お
け
る
地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
へ
の
対
応
を
お
願
い
し
た
い
。

○
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
機
構
は
、
一
括
伝
送
方
式
に
新
た
に
対
応
す
る
金
融
機
関
に
対
し
、
導
入
手
順
の

提
示
な
ど
の
支
援
を
行
う
。

納
付
書
に

Q
Rコ

ー
ド
を
印
刷
の
上
、
送
付

納
税

者

フ
ァ
イ
ル
作
成

読
込
・

フ
ァ
イ
ル
作
成

金
融
機
関

A
読

込

情
報

集
約

金
融
機
関

B

回
付

地
方

団
体

A

地
方

団
体

B

地
方

団
体

C

共
通

納
税

シ
ス
テ
ム

e
L
T
A

X
M

PN

伝
送

伝
送

納
付

情
報

B
A
N
K

B
A
N
K

1
1



納
付
書
に

Q
Rコ

ー
ド
を
印
刷
の

上
、
送
付

納
税

者
地

方
団

体
A

地
方

団
体

B

地
方

団
体

C

共
通

納
税

シ
ス
テ
ム

e
L
T
A

X

納
付

情
報

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済

事
業
者

地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
活
用
（
ス
マ
ホ
操
作
）

○
納
税
者
は
、
ス
マ
ホ
決

済
ア
プ
リ
に
お
い
て

Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
取

り
、

Q
R
コ
ー
ド
に
格

納
さ
れ

て
い
る
情

報
を
も
と

に
、
納

税
を
行
う
。

○
ス
マ
ホ
決
済

ア
プ
リ
に
お
い
て
は

、
Q

R
コ
ー
ド
か
ら
必

要
な
情
報

を
読

み
取

り
、
納
付

情
報

を
e
L
T
A

X
に
送

信
す
る
。

e
L
T
A

X
か
ら
地
方
団

体
に
対

し
て
は

、
地
方
税

共
通
納

税
シ
ス
テ
ム
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
納

付
情

報
管

理
フ
ァ
イ
ル

及
び
納
付

情
報
フ
ァ
イ
ル

）
に
よ
り
納

付
情
報

を
送
信

す
る
。

○
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
と

e
L
T
A

X
間

の
連

携
方
法
等

に
つ
い
て
は
、
今
後
詳

細
の
検

討
を
行

う
が

、
令

和
５
年

度
か

ら
の
ス
マ
ホ
操
作

に
よ
る
納

付
を
実

現
す
る
た
め
、
地
方

税
共
同

機
構
は

令
和

４
年

度
の

早
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
イ
ス
仕
様

を
公

表
す
る
。

1
2

納
付
操
作

納
付
情
報
提
示

納
付
情
報

○
○
○

税

○
○
○

円

－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－



1
3

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
想
定
）

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
に
よ
る
調
整
を
行

う
。

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6

共
通
納
税

シ
ス
テ
ム

ス
マ
ホ
操
作

納
付
対
応

金
融
機
関
・
M
PN

５
年
度

４
年
度

３
年
度

eL
TA

X

全
体

地
方
団
体

共
通
納
税
シ
ス
テ
ム

対
象
税
目
拡
大

Q
R統

一
規
格
取
り
ま
と
め
・
公
表

・
基
幹
税
務
シ
ス
テ
ム
仕
様
調
整

・
令
和
４
年
度
予
算
要
求

※
見
積
参
考
資
料
な
ど
必
要
な
情
報
は

LT
Aか

ら
提
供

基
幹
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修

帳
票
審
査

運
用
開
始

シ
ス
テ
ム
開
発

シ
ス
テ
ム

仕
様
調
整

連
動
試
験

運
用
準
備

運
用
開
始

運
用
準
備

eL
TA

X
と
の

連
動
試
験

eL
TA

X
と
の

連
動
試
験

運
用
準
備

運
用
開
始

連
動
試
験

シ
ス
テ
ム
仕
様
調
整

シ
ス
テ
ム
対
応

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
仕
様
公
開

運
用
開
始

・
シ
ス
テ
ム
検
討

・
予
算
確
保

・
シ
ス
テ
ム
開
発



納
税

者
地

方
団

体

e
L
T
A

X
操
作

金
融
機
関
窓
口

ス
マ
ホ
操
作

共
通

納
税

シ
ス
テ
ム

eL
TA

X

・
Q

R
コ
ー
ド
印
刷
位
置
の

調
整

・
コ
ン

ビ
ニ

用
バ

ー
コ
ー
ド
と
の

併
存
（
周
知
等
）

・
各
収
納
手
段
を
地
方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ

ム
で

利
用
す
る
場
合
の

制
度
的
な

整
理

・
関
係
者
の

オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン

の
簡
素
化
、
効
率
化

等

基
幹
税
務

シ
ス
テ

ム
改
修
内
容

共
通
納
税

シ
ス
テ

ム
改
修
内
容

シ
ス
テ

ム
改
修
内
容

L
G

W
A

N

地
方
税
統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
活
用
に
係
る
検
討
会

＜
今

後
の

主
な
検
討
事
項
＞

1
4

○
令
和
５
年
度
か

ら
の

地
方

税
統

一
Q

R
コ
ー
ド
の
活

用
に
向
け
、
「
地
方
税

に
お
け
る

Q
R
コ
ー
ド
規

格
に
係

る
検

討
会
」
を
改
組
し
て
「
地

方
税

統
一

Q
R
コ
ー
ド
の
活

用
に
係

る
検
討

会
」
を
設

置
。
関
係

機
関

間
で
調

整
が

必
要

な
事

項
に
つ
い
て
の
検
討

・
情

報
共

有
を
行

う
こ
と
と
す
る
。

M
P

N
一

括
伝

送

デ
ー
タ
・
資
金

伝
送
方
法



参
考

資
料



ht
tp
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//

w
w

w
.ja

m
pa

.g
r.j

p/
pa

ye
as

y/
pa

ye
as

yO
ve

rv
ie

w
.h

tm
l 1



Q
R
コ
ー
ド
の
種
類

2
Q

Rコ
ー
ド
ド
ッ
ト
コ
ム
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.q

rc
od

e.
co

m
/）

https://www.qrcode.com/


Q
R
コ
ー
ド
の

大
き
さ
の
考
え
方
に
つ
い
て

3

○
Q

R
コ
ー
ド
の

大
き
さ
は

、
・

使
用
す
る
文

字
種

・
格

納
す
る
情

報
量

（
桁

数
）

・
採

用
す
る
誤

り
訂

正
能

力
（
汚
れ
や

破
損

し
て
い
る
場

合
で
も
、

Q
R
コ
ー
ド
の

デ
ー
タ
の

読
取
り
を
可
能
と
す
る
機
能
）

等
に
よ
り
決
ま
る
。

数
字
：

20
2字

英
数
：

12
2字

数
字

：
25

5字
英

数
：

15
4字

数
字
：

29
3字

英
数
：

17
8字

＜
誤

り
訂

正
レ
ベ
ル

M
、
１
セ
ル
当
た
り

0.
28

m
m
、
プ
リ
ン
タ
解

像
度

36
0d

pi
と
し
た
場

合
＞

12
.6

m
m

13
.7

2m
m

14
.8

4m
m

バ
ー
ジ
ョ
ン
５

バ
ー
ジ
ョ
ン
６

バ
ー
ジ
ョ
ン
７



Q
R
コ
ー
ド
の
大
き
さ
と
デ
ー
タ
量
の
考
え
方

Q
Rコ

ー
ド
１
辺
の
長
さ

= 
（
①
１
辺
の
セ
ル
数
＋
②
余
白
分
セ
ル
数
）

×
③

１
セ
ル
の
大
き
さ
（

m
m
）

・
Q

Rコ
ー
ド

1辺
の
セ
ル
数
は
、

Q
Rコ

ー
ド
の

バ
ー
ジ
ョ
ン
（種

類
）ご

と
に
異

な
る
（下

記
表
参
照
）。

・
使
用

す
る
バ

ー
ジ
ョ
ン
は
、
印
刷
ス
ペ
ー
ス
や

、
次

の
(1

)～
(4

)を
考

慮
し
て
決

定
す
る
。

・
余
白

セ
ル

数
（
マ
ー
ジ
ン
）
は
、
周
囲
に
４
セ
ル

分
（
両
端

合
わ
せ

て
8セ

ル
分

）以
上

必
要

。

・
安
定

し
た
印

字
、
読
取
り
の
た
め
に
は
、
１
セ
ル

当
た
り

0.
28

m
m
以

上
が

望
ま
し
い
。

➣
１
セ
ル

当
た
り

0.
28

m
m
と
し
た
場
合
、

20
m

m
程

度
の

ス
ペ
ー
ス
に

Q
Rコ

ー
ド
を
印

刷
す
る
た
め
に
は
、
印
刷
の
ズ
レ
等
を
許

容
す
る

た
め
の

余
裕

を
加
味
し
て
バ
ー
ジ
ョ
ン
５
～
７
が

適
当
か

。

（
バ

ー
ジ
ョ
ン
６
（
誤

り
訂

正
レ
ベ
ル

M
）
の
場
合
、
最
大
で
数

字
25

5桁
を
格
納

可
能
。
）

➣
な
お
、

Q
Rコ

ー
ド
決
済
の
統
一
規
格

JP
Q

Rを
念
頭
に
デ
ー
タ
項

目
を

構
成

す
る
場

合
に
は
、
必
須
項
目
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や

、
デ
ー
タ
記

述
方

法
（

TL
V方

式
）
の
特
性
上
、
格
納

可
能
な

デ
ー
タ
量

は
、
右

表
中
の
桁
数
よ
り
も
少
な
く
な
る
こ
と
に

留
意

が
必

要
。

（
１
）
デ
ー
タ
量

：
当
該

Q
Rコ

ー
ド
に
格
納
可
能
な
情
報
量
で
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
格
納
可
能
な
量
は
増

え
る
。

（
２
）
文
字
種

：
格
納
す
る
文
字
の
種
類
で
あ
り
、
数
字
、
英
数
字
、
バ
イ
ナ
リ
、
漢
字
が
選
択
可
能
。

（
３
）
誤
り
訂
正

レ
ベ
ル

：
汚
れ
や
破
損
し
て
い
る
場
合
で
も
、

Q
Rコ

ー
ド
の
デ
ー
タ
の
読
取
り
を
可
能
と
す
る
機
能
。
レ
ベ
ル

L・
M
・

Q
・

Hの
４
段
階

が
あ
り
、
一
般
的
に
は
レ
ベ
ル

M
（
コ
ー
ド
面
積
の

15
%
が
汚
れ
・
破
損
し
て
も
復
元
）
で
の
運
用
が
多
い
。

（
４
）
（
１
）
～
（
３
）
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
格

納
可
能
な
文
字
数
は
異
な
る
。

①
１
辺
の

セ
ル

数

②
余

白
セ
ル

数

③
１
セ
ル

の
大

き
さ

Q
Rコ

ー
ド

１
辺
の
長
さ

（
Q

Rコ
ー
ド
ド
ッ
ト
コ
ム
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.q

rc
od

e.
co

m
/）
を
参
考
に
作
成
）

１
セ
ル
の

大
き
さ

（
m

m
）

誤
り
訂

正
レ
ベ
ル

M
の
場
合
に
、
当
該
文
字
種
単
独
で
格
納
可
能
な
桁
数
。

0.
17

0.
28

0.
33

0.
5

1
21

×
21

34
20

4.
93

8.
12

9.
57

14
.5

4
33

×
33

14
9

90
6.

97
11

.4
8

13
.5

3
20

.5
5

37
×

37
20

2
12

2
7.

65
12

.6
14

.8
5

22
.5

6
41

×
41

25
5

15
4

8.
33

13
.7

2
16

.1
7

24
.5

7
45

×
45

29
3

17
8

9.
01

14
.8

4
17

.4
9

26
.5

8
49

×
49

36
5

22
1

9.
69

15
.9

6
18

.8
1

28
.5

40
17

7×
17

7
55

96
33

91
31

.4
5

51
.8

61
.0

5
92

.5
～

一
辺
の
長
さ（

m
m
）

～

バ
ー
ジ
ョン

セ
ル
数

数
字

英
数
字

4

https://www.qrcode.com/


Q
R
コ
ー
ド
の
大
き
さ
（
バ
ー
ジ
ョ
ン
６
）

5

バ
ー
ジ
ョ
ン
・
サ
イ
ズ
・
dp
iの
関
係

バ
ー
ジ
ョ
ン

6
セ
ル
数

41
マ
ー
ジ
ン
数

8

ド
ッ

ト
数

（
1セ

ル
当

た
り

）
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

セ
ル

サ
イ

ズ
(m

m
)

0.
08

0.
11

0.
13

0.
15

0.
17

0.
19

0.
21

0.
23

0.
25

0.
28

0.
30

0.
32

0.
34

コ
ー

ド
サ

イ
ズ

(m
m

)
3.

5
4.

3
5.

2
6.

1
6.

9
7.

8
8.

7
9.

5
10

.4
11

.3
12

.1
13

.0
13

.9
コ

ー
ド

サ
イ

ズ
(m

m
)マ

ー
ジ

ン
込

4.
1

5.
2

6.
2

7.
3

8.
3

9.
3

10
.4

11
.4

12
.4

13
.5

14
.5

15
.6

16
.6

セ
ル

サ
イ

ズ
(m

m
)

0.
14

0.
18

0.
21

0.
25

0.
28

0.
32

0.
35

0.
39

0.
42

0.
46

0.
49

0.
53

0.
56

コ
ー

ド
サ

イ
ズ

(m
m

)
5.

8
7.

2
8.

7
10

.1
11

.6
13

.0
14

.5
15

.9
17

.4
18

.8
20

.2
21

.7
23

.1
コ

ー
ド

サ
イ

ズ
(m

m
)マ

ー
ジ

ン
込

6.
9

8.
6

10
.4

12
.1

13
.8

15
.6

17
.3

19
.0

20
.7

22
.5

24
.2

25
.9

27
.7

セ
ル

サ
イ

ズ
(m

m
)

0.
17

0.
21

0.
25

0.
30

0.
34

0.
38

0.
42

0.
47

0.
51

0.
55

0.
59

0.
64

0.
68

コ
ー

ド
サ

イ
ズ

(m
m

)
6.

9
8.

7
10

.4
12

.1
13

.9
15

.6
17

.4
19

.1
20

.8
22

.6
24

.3
26

.0
27

.8
コ

ー
ド

サ
イ

ズ
(m

m
)マ

ー
ジ

ン
込

8.
3

10
.4

12
.4

14
.5

16
.6

18
.7

20
.7

22
.8

24
.9

27
.0

29
.0

31
.1

33
.2

セ
ル

サ
イ

ズ
(m

m
)

0.
25

0.
32

0.
38

0.
44

0.
51

0.
57

0.
64

0.
70

0.
76

0.
83

0.
89

0.
95

1.
02

コ
ー

ド
サ

イ
ズ

(m
m

)
10

.4
13

.0
15

.6
18

.2
20

.8
23

.4
26

.0
28

.6
31

.2
33

.8
36

.4
39

.1
41

.7
コ

ー
ド

サ
イ

ズ
(m

m
)マ

ー
ジ

ン
込

12
.4

15
.6

18
.7

21
.8

24
.9

28
.0

31
.1

34
.2

37
.3

40
.4

43
.6

46
.7

49
.8

セ
ル

サ
イ

ズ
(m

m
)

0.
28

0.
35

0.
42

0.
49

0.
56

0.
64

0.
71

0.
78

0.
85

0.
92

0.
99

1.
06

1.
13

コ
ー

ド
サ

イ
ズ

(m
m

)
11

.6
14

.5
17

.4
20

.2
23

.1
26

.0
28

.9
31

.8
34

.7
37

.6
40

.5
43

.4
46

.3
コ

ー
ド

サ
イ

ズ
(m

m
)マ

ー
ジ

ン
込

13
.8

17
.3

20
.7

24
.2

27
.7

31
.1

34
.6

38
.0

41
.5

44
.9

48
.4

51
.9

55
.3

セ
ル

サ
イ

ズ
(m

m
)

0.
34

0.
42

0.
51

0.
59

0.
68

0.
76

0.
85

0.
93

1.
02

1.
10

1.
19

1.
27

1.
35

コ
ー

ド
サ

イ
ズ

(m
m

)
13

.9
17

.4
20

.8
24

.3
27

.8
31

.2
34

.7
38

.2
41

.7
45

.1
48

.6
52

.1
55

.5
コ

ー
ド

サ
イ

ズ
(m

m
)マ

ー
ジ

ン
込

16
.6

20
.7

24
.9

29
.0

33
.2

37
.3

41
.5

45
.6

49
.8

53
.9

58
.1

62
.2

66
.4

【
備

考
】

上
記

は
、

プ
リ

ン
タ

解
像

度
ご

と
に

、
セ

ル
サ

イ
ズ

と
QR

コ
ー

ド
サ

イ
ズ

の
関

係
を

計
算

。
デ

ン
ソ

ー
ウ

ェ
ー

ブ
の

生
成

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

（
QR

dr
aw

Ad
/Q

Rm
ak

er
Ad

）
を

利
用

し
た

場
合

の
値

。
1セ

ル
当

た
り

の
ド

ッ
ト

数
は

読
取

の
観

点
か

ら
4以

上
と

す
る

。
セ

ル
サ

イ
ズ

は
読

取
の

観
点

か
ら

、
0.

28
m

m
と

す
る

。
コ

ー
ド

サ
イ

ズ
15

.0
m

m
以

下
の

も
の

を
白

抜
き

と
し

て
い

る
。

30
0

プ
リ

ン
タ

解
像

度
dp

i

12
00

72
0

60
0

40
0

36
0



6
（
出

典
）
マ
ル

チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
仕
様
書

M
P

N
一
括
伝
送
方
式
に
お
け
る
消
込
み
デ
ー
タ
に
つ
い
て

6



M
P

N
用

O
C

R
情
報
（
8
3
桁
）
に
つ
い
て

7

（
出

典
）
マ
ル

チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
標
準
帳
票
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン



J
P

Q
R
に
お
け
る
デ
ー
タ
項

目
等

○
統
一
動
的

Q
Rコ

ー
ド
の
格
納
デ
ー
タ

・
コ
ー
ド
決

済
に
関

す
る
統

一
技

術
仕
様
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
店
舗
提

示
型
）
（
一
般
社

団
法

人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

推
進
協
議
会

）
に
お
い
て
、
次

の
デ
ー
タ
を
格
納
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

○
記
述
方
式

・
JP

Q
Rは

、
記

述
方

式
と
し
て

TL
V（

Ta
g 

Le
ng

th
 V

al
ue

）
方
式
を
採
用
。

・
格
納
し
た
い
項

目
の

桁
数

に
加
え
、

Ta
g（
２
桁
）
と

Le
ng

th
（
２
桁
）
を
各
項
目

ご
と
に
記

載
す
る
必

要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
内

容
だ
け
を
記

載
す
る
よ
り
も
必
要

な
桁
数
が

多
く
な
る
。

-T
ag
･･
･項

目
の
識
別
子
で
あ
る
番
号
（２

桁
）

-L
en

gt
h･
･･
当
該
項
目
の
内
容
（V

al
ue

）
の

桁
数

（２
桁

）
-V

al
ue

･･
･当

該
項
目
の
内
容

例
）
00

02
01

01
02

12
・
・
・ Ta

g0
0（

仕
様
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
の
内
容
は
２
桁

で
、
「

01
（
バ
ー
ジ
ョ
ン
１
）
」
。

Ta
g0

1（
静
的
動
的
フ
ラ
グ
）
の
内
容
は
２
桁
で
、
「

12
（
動
的
）
」
。

項
目

名
Ta

g
存

在
内

容
仕

様
バ

ー
ジ

ョ
ン

“0
0”

必
須

例
）

“0
00

20
1”

静
的

動
的

フ
ラ

グ
“0

1”
必

須
例

）
“1

2
”（

動
的

QR
 コ

ー
ド

の
場

合
）

契
約

店
情

報
“2

6”
~”

51
”

必
須

統
一

店
舗

識
別

コ
ー

ド
業

種
“5

2”
必

須
契

約
店

の
業

種
（

IS
O 

18
24

5 
に

従
っ

た
分

類
）

取
引

通
貨

“5
3”

必
須

通
貨

コ
ー

ド
（

円
は

”3
92

”）
取

引
金

額
“5

4”
任

意
取

引
金

額
（

チ
ッ

プ
除

く
）

国
コ

ー
ド

“5
8”

必
須

国
コ

ー
ド

（
日

本
”J

P”
）

契
約

店
名

“5
9”

必
須

英
字

表
記

に
よ

る
契

約
店

名
契

約
店

所
在

地
“6

0”
必

須
英

字
表

記
に

よ
る

契
約

店
所

在
地

契
約

店
郵

便
番

号
“6

1”
必

須
契

約
店

所
在

地
の

郵
便

番
号

契
約

店
情

報
（

日
本

語
）

“6
4”

必
須

日
本

語
に

よ
る

契
約

店
に

関
す

る
情

報
チ

ェ
ッ

ク
デ

ィ
ジ

ッ
ト

“6
3”

必
須

チ
ェ

ッ
ク

デ
ィ

ジ
ッ

ト
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会員銀行宛通知（QR規格検討会用）  

 

総務省「地方税の納付における統一規格 QRコードの活用に向け

た検討について」のご送付について 

 

令和３年５月 13日 

一般社団法人全国銀行協会 

 

今般、総務省自治税務局電子化推進室から、別添のとおり、各都道府県に対

して事務連絡の送付を行っているとして連絡がございましたので、ご参考まで

にご送付申しあげます。 

地方税の納付における QRコードの活用に関しては、金融機関の窓口納付に係

る事務のデジタル化により、地方団体および金融機関双方の事務効率化に資す

ること等が期待されるところ、金融８団体の連名により総務省に対して早期実

現に向けた協力等の要望 1を行っておりました。 

上記状況のもと、本件は総務省から、地方税共通納税システムの対象税目拡

大（令和５年度）にあわせて QRコードの活用を実現する方向性が示されたもの

であり、実現に向けて、地方税の納付における QRコードの統一規格に係る検討

会を総務省と共同で設置する等、当協会としても積極的に協力しているところ

です。 

つきましては、会員各行におかれましては、本件趣旨を踏まえ、必要な対応

についてご検討くださいますようお願い申しあげます。 

  

以  上 

 

 

                                            
1 https://www.zenginkyo.or.jp/news/opinion/2021/16724/ 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/opinion/2021/16724/


 
 

 

事 務 連 絡  

令和３年４月 28日  

各都道府県税務担当課  

各都道府県市区町村担当課 

 

総務省自治税務局電子化推進室 

 

 

地方税の納付における統一規格ＱＲコードの活用に向けた検討について 

 

 

令和３年度税制改正において、地方税共通納税システムの対象税目に賦課税目であ

る固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を追加し、これら

の納付を電子的に行うことができるよう、所要の措置を講ずることとされました。そ

の具体的な実現方策については、地方税における電子化の推進に関する検討会（座長：

辻琢也一橋大学大学院法学研究科教授）において、納付書にＱＲコードを印刷し、当

該ＱＲコードに格納された情報を活用する方策を含めて検討されているところです。 

地方税の納付におけるＱＲコードの活用については、地方税共通納税システムにお

ける納付時に、納税者の入力等の操作が正確かつ簡単になることのみならず、金融機

関の窓口納付に係る事務のデジタル化により、地方団体及び金融機関双方の事務効率

化に資すること等が期待されます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大等により、従来に増して迅速に地方税務手続のデ

ジタル化を進める必要があることや、地方団体の基幹税務システムの改修を効率的に

行う観点等から、地方税共通納税システムの対象税目拡大（令和５年度）と合わせて

ＱＲコードの活用を実現するため、地方税の納付におけるＱＲコードの統一規格に係

る検討会を設置するなど、早急に検討を進めていく予定です。 

地方団体の基幹税務システムの改修については、今後、地方税共同機構から地方団

体のシステム改修に係る予算要求のための見積参考資料が提示される予定です。各地

方団体におかれては、令和４年度予算要求において、必要なシステム改修の経費を適

切に見積もることができるよう、準備をお願いします。 

なお、市区町村担当課におかれては、貴都道府県内の市区町村に対しても、この旨

を御連絡願います。 

 

 

御中 

【連絡先】 

総務省自治税務局電子化推進室 

担当：小櫻係長、岡事務官 

TEL：03-5253-5663 



会員銀行宛通知（QR規格検討会用） 

 

「地方税における QRコード規格に係る検討会」（第１回、第２回）の

資料等の公表について 

 

令和３年６月９日 

一般社団法人全国銀行協会 

 

今般、「地方税における QR コード規格に係る検討会（事務局：総務省および

当協会）」の第１回、第２回会合の資料および議事概要を当協会ウェブページ（h

ttps://www.zenginkyo.or.jp/abstract/council/qrcode/）に公表いたしました

ので、ご連絡いたします。 

今月末を目途に本件 QRコード規格の取りまとめを行うべく検討が進んでおり、

この点、本年６月１日、内閣府規制改革推進会議決定の「規制改革推進に関す

る答申」においても言及されております 1。 

地方団体においては、総務省からの事務連絡 2を受けて、令和５年度課税分か

ら本件 QRコードを活用する方針のもと、検討が進捗しておりますので、会員各

行におかれましても、必要な対応についてご検討を進めていただきますようお

願い申しあげます。 

 

以  上 

 

 

                                            
1 内閣府ウェブサイト（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committe

e/20210601/agenda.html）参照。答申 32頁「(3)金融分野における規制改革」「ア 地方税

等の収納効率化・電子化に向けた取組」に次のとおり記載されている。 

― 総務省は、金融機関・地方公共団体等からなる検討会を開催し、地方税用ＱＲコード

の統一規格を取りまとめ、令和３年上期に公表する。また、関係機関のシステム改修・

連携テストを経て、令和５年度課税分から地方税用ＱＲコードの活用を開始できるよ

う措置する。 
2 令和３年５月 13日付「総務省『地方税における統一規格 QRコードの活用に向けた検討に

ついて』のご送付について」の別添を参照。 

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/council/qrcode/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/council/qrcode/
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210601/agenda.html
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210601/agenda.html

